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神奈川県の状況
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県 県域市町村 保健所設置市

昭和55年度～令和5年度は県健康増進課調べ
令和6年度以降は保健師活動領域調査常勤保健師数（他の団体・自治体への出向等は含まない。県より市町村派遣は県域市町村保健師数に含まれる）

令和６年度
１，６７５人

保健所設置市
１，１２３人
（６７．０％）

県域市町村
４０８人

（２４．４％）

県
１４４人
（８．６％）

神奈川県自治体保健師数の動向



常勤保健師数

人口10万対

総数 順位 政令市・特別区 政令市・特別区
以外

全国 ２８，５６０ ２２．８ ― １４．５ ３０．６

神奈川県 １，２０２ １３．０ ４７ １１．４ １８．５

東京都 １，８５７ １３．４ ４６ １２．７ １５．６

埼玉県 １，１８５ １６．１ ４５ １３．４ １７．５

愛知県 １，２８０ １７．０ ４４ １２．５ ２１．８

千葉県 １，０９０ １７．３ ４３ １２．７ １９．５

福岡県 １，０４０ ２０．４ ４２ １３．９ ２８．３

兵庫県 １，１２０ ２０．５ ４１ １６．６ ２６．５

都道府県別にみた常勤保健師数

県内の自治体の保健師数は、全国最下位

※政令市・特別区には、設置する保健所を含む
出典：令和４年度地域保健・健康増進事業報告



【概要】
○ 人口減少・少子高齢化が進展する中、県内市町村において専門人材の確保が困難となっていることから、「持続可
能な行政サービスの提供に向けた取組」の一環として、市町村の要望に応じて、県から職員を派遣する取組。
（令和２年度開始）
○ 本制度は、地方自治法第２条第３項・第５項の趣旨を踏まえた補完的な取組（※）であるため、派遣先は、地方自
治の本旨に基づき、派遣終了後を見据え、より一層自ら職員の確保、育成に努めるものとする。
※ 単に職員を補充するだけの取組ではなく、将来にわたり行政サービスを持続的に提供していくために市町村自
身が人材を確保・育成できるよう、時限的措置として県が人的支援する取組。

【対象】
○ 特にニーズの大きい保健師・土木職の片側派遣を対象 ※ 原則職務経験３年以上の職員を派遣
【派遣期間】
○ 原則10年 ※ 派遣職員は原則２年ごとに交代
【派遣人数】
○ １年に保健師２人、土木職１～２人程度の派遣を想定（県の採用状況や社会情勢、派遣開始後の実績から想定）
※ 多数の派遣希望があった場合、客観的指標を用いて優先順位を決定したうえで概ね４～５年で平準化して派遣
【派遣先市町村の優先順位決定方法】
○ 職員数、地域手当支給率、財政力指数等を踏まえて優先順位を設定（より状況の厳しい市町村優先）
※ 本制度での派遣回数が少ない市町村を優先するほか、派遣開始前々年度の派遣希望職種の採用活動も勘案。
【費用負担】
○ 給与等の費用は、派遣先の市町村が負担 （単年度分を負担金として、出納整理期間中に納付）

神奈川県市町村専門職員派遣の概要について

市町村課資料
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市町村専門職（保健師）派遣の派遣状況



専門職派遣（保健師）に係る派遣先面談（ヒアリング）

メンバー
前期（令和6年6月）ヒアリング 後期（令和7年1月）ヒアリング

状況 県助言等 状況 県助言等

＜県＞
市町村課
健康増進課
（統括保健師、
保健師人材育
成ﾏﾈｰｼﾞｬｰ※）
保健福祉事務
所・センター
（地域統括保健
師）
＜市町村＞
総務・人事担当
課、派遣保健
師配属部署、
（保健師主管課
統括保健師）

○採用募集し
ても応募がな
い。内定しても
辞退されるこ
とが多い。
○離職がある。

○専門職の
キャリア形成
のイメージが
ない。

○業務マニュ
アル、引き継
ぎがない。

○庁内保健師
連絡会等がで
きていない。

○研修参加は
個人任せに
なっている。

＜市町村課＞
○本取組の趣旨を再認識し、人材確保に取り組んでほしい。

○専門職は人工としてではなく、免許資格者として専門性を発
揮することが、モチベーションにつながる。

○始業前後にミーティングや清掃があると聞いた。時間内に収
める等の改善は必要。

○個人情報の管理徹底や引継ぎ体制等がしっかり出来ている
自治体は人が定着する可能性も高い。環境・体制整備は優先
順位を高くして改善してほしい。

○時差出勤、カムバック制度などの多様な働き方の制度も整え
ることが必要。

○県保健所の
主導で、管内市
町合同の人材
育成ガイドライ
ンを作成した。
○統括保健師
を配置した。
○採用募集に
ついて、保健師
ナビの掲載をし
た。合同就職説
明会の町ＰＲに
事務職の課長
も参加した。

○勤務環境の
改善がすすん
でいない。

○県・市町村統
括保健師連絡
会に欠席してい
る。

＜市町村課＞

○採用活動の停滞
や勤務環境の改善
が見られない町村
もある。

○市町村間での共
同採用などの広域
連携手法も視野に
入れて引き続き人
材確保にしっかり取
組んでほしい。

＜健康増進課＞

○統括保健師配置、プリセプター制度、人材育成ガイドライン
があるなどが確保の売りになる。
○採用募集の周知は、町村HPだけではなく、神奈川県保健師

ナビ※や、採用リーフレット※、合同就職・仕事説明会※等を活
用してほしい。
○保健師修学資金事業※を採用活動に活用してほしい。
○インターンシップも有効な確保につながる。
○ジョブローテーションの考え方は重要である。
○研修受講は人材育成の観点で計画的にすすめてほしい。

＜健康増進課＞
○3月の合同就職

説明会に参加いた
だきたい。来年度採
用募集の予定がな
くても自治体ＰＲは
大切である。

○県・市町村統括
保健師連絡会に参
加いただきたい。



１保健師人材育成体制整備

研修体系の見直し・構築、新規研修立ち上げ（経験者採用フォローアップ研修、中堅後期研修等）

２市町村派遣保健師支援

派遣先市町面談（市町村課と連携）、市町村派遣保健師連絡会、現場で技術支援

３経験者採用保健師の支援（フォローアップ研修）

４統括保健師の支援（相談等の助言、県庁保健師のキャリアラダー面談）

５地域統括保健師の支援（ヒアリング、相談等の助言）

６健康危機対策業務（能登半島地震災害派遣保健師活動報告書の作成）

７母子保健事業の企画・進行管理等の伴走支援

８保健師人材確保・育成に係るデータ分析・資料作成

※保健師人材育成マネージャーの設置

令和６年度より、役職定年制保健師２名を健康増進課に配置。
「保健師人材育成マネージャー」の呼称のもと、統括・地域統括保健師と連携し、
保健師の人材育成を組織横断的に行う。







※神奈川県内行政保健師採用情報リーフレット（年2回発行）

県内自治体の採用
情報を集約



※県・市町村合同就職説明会・仕事説明会



対 象 50人／年  

将来、県内自治体において保健師の業務に従事する者

（養成校は県内外を問わない、県内人材確保定着策)

貸付金 月額４万円(年額48万円)

貸付期間 ２年間

返済免除 県内自治体において従事した期間が、５年に達した

ときは、修学資金の返還債務を免除

周 知 ・全国養成校へ案内送付・電話・卒業校へ若手がアピール

・大学職員への説明会・学生向け説明会（オンライン）

※保健師修学資金貸付始業制度の創設（R５年度創設）

説明会段階で入職希望者へ積極的にアピールし、保健師の定着に活用してください！！



＜派遣先面談などから＞

・採用募集の周知等の助言を受け、採用の応募や確保につながった。

・統括保健師を配置するきっかけとなった。

・若い職員にとっては、県の職員の保健活動の経験や、職務に取組む姿勢等が参考になる。

また、経験の長い保健師にとっても、違う視点で保健活動を考える機会となり、保健師の役割を広げ

てくれている。

・保健業務について、他自治体の実施方法や工夫点などの情報が得られる。

・県とのつながりが深まった。

・保健師の人材確保・育成について、町村内の保健師部門、人事・総務部門で課題や取組みの共有ができ

た。

市町村専門職（保健師）派遣のメリット（町村側）



・派遣保健師は、県保健師が経験できる機会が減った個別支援や地区活動を経験することがで

きる。

・市町村の保健活動を経験することにより、広域自治体の役割を身をもって学ぶことができる。

・統括保健師や地域統括保健師が、派遣先市町村の保健師との顔の見える関係性が深まった。

更に、保健師主管課の課長や、総務・人事担当部署とも顔の見える関係となった。

・派遣保健師の支援や、派遣先面談等で、派遣先町村の保健師確保、育成等の課題がこれまで

以上に把握できた。その課題に対して、健康増進課や保健福祉事務所・センターが具体的に

助言することや、取組みを考えることができた。

・市町村専門職派遣事業を通して、県の中でも、保健師確保・育成の市町村支援について、健康

増進課と市町村課が連携して取組むことができた。

市町村専門職（保健師）派遣のメリット（県側）①



＜派遣保健師の声（報告会などから）＞

・予算から事業実施、ケースワーク等一連の流れを経験し、事業の成り立ち、流れが分かっ

た。

・多くの個別支援をしっかり経験したことにより、保健師としての個別支援のスキルが上がっ

た。自信が持てた。

・個別事例を多く経験することで、個の問題から集団の課題として捉え政策に繋ぐことがで

き、目に見える成果を実感できた。

・県職員以外にも心強い味方ができた。この人脈は県に戻ってからも活かされている。

・県の外に出たことで、県の良いところが分かった。

・町が県に期待すること、広域行政として県がどのような支援をしたらよいのかが分かった。

市町村専門職（保健師）派遣のメリット（県側）②



神奈川県市町村専門職員派遣の取組を取り巻く状況について

 １ 専門職員派遣の取組において、次の課題が顕在化している。
 〇 取組開始から５年が経過し、初年度派遣は折り返し時期を迎えるが、人材確保や育成につながっていない等の状況が

 散見される。
 〇 一部の派遣先市町村では、採用活動の停滞や勤務環境の改善が見られないといった、派遣の趣旨にそぐわない状況
（※）が見受けられる。

    ※ 定数の関係から当該職種の採用活動を停止する、他の職種を採用することで事務職の採用数を減員する、勤務時間内に行うべきことを勤務時間前に実施する 等

 ２ 専門人材確保・育成部会の取組において、次の課題が顕在化している。
 〇 市町村/県共催の合同説明会（R4：13団体/30団体）や大学主催の合同説明会（R5：12団体/30団体）への参加が低迷。

 ３ 官民を問わず専門人材の採用難がより一層顕在化し、近年頻発する自然災害や新興・再興感染症への対応等、県の業
務も多様化する中、市町村と同様に県も計画通りの職員採用ができておらず、再任用職員のなり手不足等により県の業務
遂行も厳しい状況にある。

 ４ 地域手当の広域化や初任給月額の引上げなど、給与面等が改善方向にあり、市町村間での共同採用など広域連携手法
の実践環境が整いつつある。

 （参考）県職員の採用状況（令和３年度～令和６年度 県職員採用試験・選考の実施結果及び実施状況）

採用予定 採用見込 採用予定 採用見込 採用予定 採用見込 採用予定 採用見込

保健師 20 18 20 21 18 16 16 11

総合土木 54 49 56 35 52 27 76 34

※　実際の採用人数は、辞退等により採用見込人数から減少

※　令和6年度採用見込は、令和6年12月23日時点の数値

令和3年度(R4.4.1採用） 令和4年度(R5.4.1採用） 令和5年度(R6.4.1採用） 令和6年度(R7.4.1採用）

市町村課資料



・派遣保健師選出の課題

派遣の中核となる県の中堅保健師の数が少ないことや、育児時間短縮制度を活用している人が

多いことから、派遣候補となる保健師が少ない。

保健師派遣の希望のある市町は神奈川県西部に集中しており、通勤時間の面などから派遣でき

る保健師が少ない。

・ジョブローテーション2か所目で派遣となる保健師もおり、後方支援を担う健康増進課、保健福祉

事務所・センター地域統括保健師に係る役割が大きくなっている。

市町村専門職（保健師）派遣の課題（県側）

派遣時の職位 派遣時の県経験年数



市町村専門職（保健師）派遣者の支援

時期／回数 内容 主管部署 県関係部署

派遣者面談 ２回／年 ・勤務状況の把握
・派遣先の課題等の把握

市町村課

市町村専門職（保健師）派
遣者報告会（オンライン）

前期（10月ごろ）
後期（3月ごろ）

・派遣保健師の活動報告 市町村課 健康増進課
保健福祉事務所・センター

市町村派遣保健師交流会 1回／年 ・派遣保健師の活動報告
・情報交換

健康増進課 保健福祉事務所・センター
地域統括保健師

保健福祉事務所保健師
研修（オンライン）

３月ごろ ・市町村派遣、児童相談
所、精神保健福祉セン
ター等の活動報告

健康増進課 保健福祉事務所・センター
保健師

保健師キャリアラダー面談 １～２回／年 ・能力育成の助言 保健福祉事務所・
センター地域統括
保健師

所内保健師業務連絡会 毎月～隔月 ・情報交換 保健福祉事務所・
センター



神奈川県における保健師の人材確保の取組み

・保健師人材の養成・確保・育成に関する検討報告書（令和4年度）★
目指す姿、「多様化、高度化する住民のニーズや健康課題に的確に対応できるよう、本県の行政保健師数
を全国平均並みに引き上げ、必要数が確保される。 そして、住民の健康の保持増進や回復を図るための
様々な活動を展開し、推進できる保健師の育成を目指す。

・第８次神奈川県保健医療計画への記載 ★
第３節看護職員
３ 指標  県内保健所及び市町村常勤保健師数

計画策定時    １，２１１人（R 3）
   目標値 １，７５１人（R11)

・令和3年度～8年度神奈川県保健師採用計画（毎年協議）
・市町村専門職（保健師）派遣 ★
・県・市町村統括保健師連絡会 ★
・保健師確保・育成に係る現状把握（統計資料作成等）★
・令和６年度厚生労働科学研究「自治体保健師の計画的・継続的な確保に
関する研究」協力 ★※

戦略的な人材確保計画の策定

市町村と連携した取組みは朱書き★

＜参考＞



※令和６年度厚生労働科学研究
「自治体保健師の計画的・継続的な確保に関する研究」神奈川県報告会・講演会

１ 足柄上センター地域開催
  日時 令和7 年1 月28 日（火）13：30～16：00
場所 足柄上合同庁舎

参加者 足柄上センター管内の自治体職員（事務職（人事・総務担当部署、保健師主管課）、保健師等）
 県職員（足柄上センター、県庁（健康増進課、市町村課））

内容 ・「足柄上センター管内における自治体保健師の実態調査・ヒアリング」
研究班 神奈川県立保健福祉大学 教授 臺 有桂

湘南医療大学大学院 教授 村嶋 幸代
・講演 「地方自治のあり方と職員の確保・定着 -保健師を例に考える-」

研究班 長野県立大学 教授 田村 秀

２ オンデマンド配信
内容 ・報告「神奈川県の保健師の確保・育成について-全県の調査と自治体

へのヒアリング結果からの提言」
・講演 「地方自治のあり方と職員の確保・定着 -保健師を例に考える-」

  研究班 長野県立大学 教授 田村 秀



神奈川県における保健師の人材確保の取組み

・採用募集の周知（大学訪問） ・保健師採用情報案内の作成（県・市町村）★
・実習の受け入れ ★ ・神奈川県保健師ナビ（県・市町村）★
・インターンシップ ・県・市町村合同就職説明会・仕事説明会（県・市町村）★
・学校・養成校との連携 ・保健師修学資金貸付事業★
・リカレント教育（令和10年度から）※

・経験者採用の実施
・産前産後休暇・育児休業代替職員の確保 定数外配置
・働き続けられる職場環境（テレワークの推進等・休暇取得の促進）
・定年延長・再任用者の活躍促進

応募数の確保

多様な人材の確保や働き方への対応



※県立保健福祉大学実践教育センターにおけるリカレント教育（予定）

医療整備・人材課資料

１．背景

・県内の自治体の保健師数(人口10万人対)は、全国最下位
・平成23年度までは保健師教育は大学の看護師養成課程で学んだすべての学生が履修

⇒一定数存在する潜在保健師を活用できないか

２．目的

・実践教育センターにおけるリカレント教育の強化
（潜在保健師の活用⇒就業保健師の確保）

⇒県と大学で連携しながら潜在保健師発掘等の課題に取り組みつつ、県内自治体等への保健師
就業の橋渡し

３．内容（予定）

○対象：保健師免許保有者（実務経験なし）20名程度
○実施時期：令和10年度～（予定）
○内容：潜在保健師に対し、地元での実習体験を含むリカレント教育を実施



神奈川県における保健師の人材確保の取組み

・人材育成ガイドラインの作成・改正
・新任期育成ガイドラインの作成・改正
・キャリアラダーに応じた研修の実施 ★
・保健師OBによるトレーナー事業 ★
・大学院や長期研修、団体派遣の検討
・保健師人材育成マネージャー（役職定年延長者）による人材育成 ★
・保健福祉事務所による「管内市町保健師人材育成ガイドライン」の作成支援 ★※

・保健師採用情報案内の作成（県・市町村）★
・神奈川県保健師ナビ ★
・県・市町村合同就職説明会・仕事説明会（県・市町村）★
・看護協会と県の共催 保健師魅力発見イベント

定着・育成の推進

自治体保健師の魅力発信



※保健福祉事務所による「管内市町保健師人材育成ガイドライン」の
作成支援

足柄上地域保健師人材育成ガイドライン
＜作成の背景＞
小田原保健福祉事務所足柄上センターと管内１市５町の保健師が今後の保健師活動の在り方を協議した際、
足柄上地域で保健師活動を展開するにあたっては保健師の「人材確保」と「人材育成」が大きな
課題であることが明らかになりました。
そこで、令和５年度足柄上センター主催の地域保健師等業務連絡会議において、
① 各市町における「統括保健師」配置の推進
② １市５町共通の「人材育成ガイドライン」の作成
③ 人材確保・人材育成に関する研修・会議の充実
の３点に取り組み、住民の健康を守る保健師活動の基盤づくりを推進することとなり
ました。

＜足柄上地域保健師の目指す姿＞
足柄上地域の保健師は、「共にいる～その人らしい暮らしを支える保健師～」を目指
す姿として保健師活動を展開します。

（ガイドラインより抜粋）



ご清聴ありがとうございました

「神奈川県保健師ナビ」
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